
提

出

者

松

野

頼

久

平
成
十
七
年
四
月
七
日
提
出

質

問

第

四

六

号

「
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
に
お
け
る
特
定
外
来
生
物
（
オ
オ

ク
チ
バ
ス
）
指
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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「
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
に
お
け
る
特
定
外
来
生
物
（
オ
オ

ク
チ
バ
ス
）
指
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

昨
年
六
月
に
「
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
が
公
布
さ
れ
て
以
降
、
七
月
に

は
基
本
方
針
（
案
）
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
が
募
集
さ
れ
、
十
月
か
ら
は
専
門
家
会
合
に
よ
る
特
定
外
来
種
の
選

定
が
審
議
さ
れ
た
。
本
年
二
月
の
種
の
選
定
に
続
き
、
現
在
で
は
、
政
省
令
案
（
法
律
施
行
規
則
（
案
）
）
に
関
す
る
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
募
集
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
、
環
境
省
は
、
「
オ
オ
ク
チ
バ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
「
セ
イ
ヨ
ウ
オ

オ
マ
ル
ハ
ナ
バ
チ
」
と
同
様
に
、
社
会
的
関
心
が
高
く
、
経
済
的
影
響
も
大
き
い
と
し
て
、
あ
え
て
オ
オ
ク
チ
バ
ス
だ
け
に

特
化
し
た
議
論
が
で
き
る
よ
う
に
、
検
討
小
グ
ル
ー
プ
を
別
途
立
ち
上
げ
、
専
門
家
や
利
害
関
係
者
な
ど
も
含
ん
だ
委
員
を

選
任
し
、
検
討
を
委
ね
た
。
本
年
一
月
十
九
日
の
第
四
回
オ
オ
ク
チ
バ
ス
小
グ
ル
ー
プ
会
合
に
お
い
て
は
、
冒
頭
に
事
務
局

案
が
示
さ
れ
、
そ
の
案
に
対
し
白
熱
し
た
議
論
は
あ
っ
た
も
の
の
、
最
終
的
に
は
訂
正
も
な
く
、
出
席
委
員
が
全
員
一
致
で

合
意
さ
れ
、
小
グ
ル
ー
プ
会
合
の
結
論
と
さ
れ
た
。
そ
の
結
論
は
、
「
オ
オ
ク
チ
バ
ス
は
特
定
に
指
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

但
し
、
防
除
の
仕
組
み
や
そ
の
為
の
合
同
調
査
・
普
及
啓
発
な
ど
、
本
法
の
円
滑
な
運
用
と
制
度
適
用
の
実
効
性
を
確
保
す

る
為
に
、
一
定
の
準
備
期
間
（
半
年
間
）
が
必
要
」
と
い
う
も
の
で
、
一
方
、
セ
イ
ヨ
ウ
オ
オ
マ
ル
ハ
ナ
バ
チ
は
一
年
の
経

一



過
措
置
が
取
ら
れ
た
。
し
か
し
、
わ
ず
か
二
日
後
の
一
月
二
十
一
日
に
、
小
池
環
境
大
臣
は
、
小
グ
ル
ー
プ
会
合
の
結
論
を

覆
す
発
言
を
公
式
会
見
の
場
で
さ
れ
た
。
そ
れ
迄
の
経
緯
や
環
境
省
事
務
局
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
事
務
局
か
ら
事
前
に
十

分
な
説
明
を
受
け
、
そ
の
案
を
了
承
さ
れ
て
い
た
と
仄
聞
す
る
が
、
環
境
大
臣
の
突
然
の
発
言
の
事
由
と
真
意
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

二

一
月
二
十
一
日
の
公
式
会
見
の
場
で
、
環
境
大
臣
は
「
そ
も
そ
も
、
外
来
生
物
法
の
目
玉
が
こ
の
オ
オ
ク
チ
バ
ス
で
あ
り

ま
す
の
で
、
指
定
を
回
避
す
る
と
い
う
の
は
批
判
を
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
」
と
発
言
さ
れ
て
い
る
。
一
月
三
十
一
日
に
向

け
、
学
識
経
験
者
や
専
門
家
で
構
成
さ
れ
た
諮
問
委
員
会
に
委
ね
た
中
で
の
答
申
の
方
向
性
を
結
論
づ
け
る
よ
う
な
環
境
大

臣
の
発
言
は
、
そ
の
審
議
に
多
大
な
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
と
思
料
す
る
が
、
そ
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

一
月
二
十
一
日
に
お
け
る
環
境
大
臣
の
発
言
の
後
に
開
催
さ
れ
た
魚
類
専
門
家
会
合
の
冒
頭
で
、
環
境
省
局
長
か
ら
、

「
先
程
、
環
境
大
臣
か
ら
ま
ず
指
定
せ
よ
と
の
指
示
が
あ
り
、
そ
れ
を
前
提
に
物
事
を
考
え
た
い
」
と
の
発
言
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
結
果
的
に
環
境
省
事
務
局
や
オ
オ
ク
チ
バ
ス
に
対
し
て
最
も
知
見
の
あ
る
有
識
者
が
、
最
も
実
効
性
が
あ
る
施
策

と
し
て
出
し
た
結
論
を
大
き
く
覆
す
こ
と
に
な
っ
た
。
同
時
に
、
国
や
環
境
省
が
委
ね
た
諮
問
委
員
会
の
独
自
性
及
び
中
立

性
を
著
し
く
損
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
一
月
三
十
一
日
の
全
体
専
門
家
会
合
ま
で
、
専
門
家
に
委
ね
た
公
正
且
つ
中
立
な
審

二



議
が
行
わ
れ
て
い
る
中
で
、
何
故
、
こ
の
よ
う
な
審
議
諮
問
委
員
会
制
度
を
無
視
し
た
進
め
方
を
さ
れ
た
の
か
。
今
後
の
諮

問
委
員
会
等
の
あ
り
方
に
も
大
き
く
影
響
す
る
と
思
料
す
る
が
、
そ
の
真
意
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

昨
年
七
月
の
外
来
生
物
法
の
基
本
方
針
案
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
で
は
、
二
千
種
近
い
外
来
種
の
中
で
、
オ
オ

ク
チ
バ
ス
の
指
定
に
反
対
し
、
資
源
の
有
効
活
用
に
関
す
る
意
見
が
九
十
三
％
以
上
あ
っ
た
。
同
様
に
、
本
年
二
月
の
種
の

選
定
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
で
も
、
総
数
十
一
万
三
千
七
百
九
十
二
の
う
ち
、
オ
オ
ク
チ
バ
ス
の
指
定
に
反
対
す

る
意
見
が
九
万
五
千
六
百
二
十
に
上
っ
た
。
反
対
の
内
容
は
「
科
学
的
な
調
査
が
十
分
で
な
い
」
、
「
在
来
種
の
減
少
は
環

境
悪
化
が
原
因
」
、
及
び
今
回
の
環
境
大
臣
の
発
言
等
に
よ
る
決
め
方
に
問
題
あ
り
と
す
る
意
見
が
多
い
と
聞
い
て
い
る
。

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
趣
旨
は
、
「
広
く
国
民
に
情
報
公
開
し
、
意
見
を
募
り
、
そ
の
よ
う
な
国
民
の
意
見
・
情
報
を
考

慮
し
て
、
意
思
決
定
を
行
う
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
環
境
省
の
判
断
は
「
結
論
を
変
更
す
る
必
要
は
な
い
」
と
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
だ
け
多
く
の
国
民
の
反
対
が
あ
る
中
で
、
結
論
を
変
更
し
な
い
と
す
る
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
同
時
に
、

ま
ず
結
論
あ
り
き
と
い
う
姿
勢
で
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
趣
旨
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
見
解

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

平
成
十
三
年
三
月
に
実
施
さ
れ
た
「
オ
オ
ク
チ
バ
ス
の
有
効
活
用
と
公
認
釣
り
場
増
設
要
望
」
の
署
名
活
動
は
、
署
名
数

三



が
百
八
万
人
と
い
う
非
常
に
大
き
な
も
の
で
、
当
時
の
水
産
庁
長
官
に
提
出
さ
れ
た
。
バ
ス
釣
人
口
は
三
百
万
人
と
言
わ

れ
、
そ
の
中
に
は
青
少
年
も
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
近
年
、
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
を
初
め
と
す
る
室
内
で
の
遊
び
が
主
流
と
な

る
中
で
、
バ
ス
釣
と
い
う
ス
ポ
ー
ツ
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
は
屋
外
で
遊
べ
る
数
少
な
い
貴
重
な
娯
楽
で
あ
り
、
青
少
年
の
健
全
な

育
成
に
大
い
に
貢
献
し
て
い
る
。
オ
オ
ク
チ
バ
ス
の
指
定
は
青
少
年
の
間
に
ス
ポ
ー
ツ
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
が
根
付
い
て
い
る
こ

う
し
た
状
況
に
水
を
差
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
バ
ス
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
産
業
は
、
一
千
億
円
以
上
と
言
わ
れ
る
直
接
的
な
市

場
規
模
以
外
に
も
多
方
面
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
漁
業
組
合
、
観
光
協
会
、
商
工
会
、
旅
館
組
合
等
、
多
く
の

団
体
が
地
域
活
性
化
の
た
め
に
携
わ
っ
て
い
る
。
現
在
、
全
国
の
地
域
団
体
や
漁
業
者
、
ボ
ー
ト
業
者
な
ど
の
生
活
者
か

ら
、
オ
オ
ク
チ
バ
ス
の
有
効
活
用
を
求
め
る
請
願
書
や
要
望
が
内
閣
総
理
大
臣
等
に
出
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
以
上

の
諸
点
を
踏
ま
え
、
前
述
の
小
グ
ル
ー
プ
会
合
の
結
論
の
よ
う
に
、
混
乱
を
避
け
、
多
く
の
国
民
の
理
解
を
得
る
為
、
よ
り

一
層
慎
重
な
判
断
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
料
す
る
が
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

オ
オ
ク
チ
バ
ス
は
、
世
界
で
は
六
十
カ
国
近
い
国
で
生
息
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
原
産
国
は
北
米
で
、
そ
れ
以
外
の

国
は
全
て
外
来
移
入
種
と
い
う
事
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
の
国
々
で
、
国
で
予
算
を
付
け
て
駆
除
を
行
っ
て
い
る
事
実
が
あ
れ

ば
、
具
体
的
に
国
名
と
駆
除
の
た
め
の
予
算
金
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四



七

平
成
十
五
年
度
、
環
境
省
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
皇
居
の
か
い
掘
り
事
業
で
は
、
全
て
の
水
を
抜
き
取
っ
た
本
格
的
な
魚

類
の
生
息
調
査
で
、
オ
オ
ク
チ
バ
ス
の
生
息
数
は
全
体
の
〇
・
五
九
％
、
重
量
比
三
・
六
％
で
あ
っ
た
。
先
に
行
わ
れ
た
本

年
二
月
十
七
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
小
池
環
境
大
臣
の
答
弁
で
は
、
そ
の
前
年
に
十
回
の
投
網
調
査
で
、
外
来

魚
の
大
半
を
捕
獲
し
た
か
ら
少
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
か
い
掘
り
調
査
実
施
の
三
ヶ
月
前
の
皇
居
外
苑
濠
移

入
種
駆
除
等
対
策
検
討
会
に
お
い
て
は
、
改
め
て
か
い
掘
り
の
必
要
性
が
再
確
認
さ
れ
た
。
当
時
の
議
事
録
に
よ
る
と
、

「
既
存
の
方
法
で
魚
類
の
捕
獲
を
続
け
て
も
駆
除
は
無
理
（
深
泥
ヶ
池
の
参
考
事
例
）
」
「
現
段
階
で
は
、
か
い
掘
り
以
上

の
効
果
を
期
待
で
き
る
方
法
が
無
い
」
と
明
確
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
結
果
的
に
は
、
オ
オ
ク
チ
バ
ス
の
生
息
数

は
前
述
の
通
り
で
あ
っ
た
。
又
、
常
識
的
に
は
、
投
網
調
査
で
九
十
％
が
捕
獲
さ
れ
、
全
て
の
水
を
抜
く
か
い
掘
り
調
査
を

し
て
十
％
と
い
う
事
は
、
自
然
界
を
知
る
も
の
と
し
て
あ
り
え
な
い
。
こ
の
点
は
、
大
臣
発
言
と
矛
盾
し
て
い
る
が
、
ど
ち

ら
が
正
当
な
の
か
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

環
境
省
が
編
集
し
昨
年
出
版
さ
れ
た
『
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
・
ブ
ル
ー
ギ
ル
が
在
来
生
物
群
集
及
び
生
態
系
に
与
え
る
影
響
と

対
策
』
（
自
然
環
境
セ
ン
タ
ー
発
行
）
に
お
け
る
オ
オ
ク
チ
バ
ス
が
生
態
系
に
与
え
る
影
響
（
五
十
六
ペ
ー
ジ
）
の
中
で

も
、
「
オ
オ
ク
チ
バ
ス
・
ブ
ル
ー
ギ
ル
が
侵
入
・
定
着
す
る
こ
と
で
、
湖
沼
生
態
系
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
て
い
る
の

五



か
に
つ
い
て
の
知
見
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
又
、
こ
れ
ま
で
外
来
魚
問
題
が
国
会
で
取
り
上
げ
ら

れ
た
の
は
二
回
だ
と
思
料
す
る
が
、
平
成
十
三
年
四
月
に
、
衆
議
院
議
員
佐
藤
謙
一
郎
氏
の
質
問
主
意
書
で
も
、
「
内
水
面

漁
業
に
対
す
る
被
害
が
あ
る
の
か
」
と
の
質
問
に
対
し
、
内
閣
総
理
大
臣
森
喜
朗
名
で
、
「
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
等
の
外
来
魚
に

起
因
す
る
内
水
面
に
お
け
る
漁
獲
量
の
減
少
の
具
体
的
数
値
は
把
握
し
て
い
な
い
」
と
、
内
水
面
の
漁
獲
量
に
与
え
る
知
見

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
環
境
省
と
し
て
、
独
自
に
オ
オ
ク
チ
バ
ス
の
生
息
調
査
や
影
響
調
査
を
実
施
し
た

事
例
が
あ
る
の
か
、
又
、
あ
れ
ば
そ
の
具
体
的
な
事
例
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

九

今
回
の
外
来
生
物
法
の
基
本
方
針
で
は
、
釣
り
そ
の
も
の
を
規
制
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
又
、
キ
ャ
ッ
チ

ア
ン
ド
リ
リ
ー
ス
も
内
閣
法
制
局
の
見
解
で
は
、
法
律
で
規
制
す
る
こ
と
は
馴
染
ま
な
い
と
仄
聞
す
る
が
、
以
上
二
点
に
つ

き
、
そ
の
様
な
理
解
で
間
違
い
な
い
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十

オ
オ
ク
チ
バ
ス
が
指
定
さ
れ
る
方
向
だ
と
聞
い
て
い
る
が
、
防
除
対
策
の
た
め
に
は
莫
大
な
費
用
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。
環
境
省
、
水
産
庁
、
及
び
財
政
当
局
と
し
て
の
財
務
省
、
総
務
省
等
、
関
係
省
庁
は
、
こ
の
費
用
を
ど
の
よ
う
に
し
て

捻
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
一

オ
オ
ク
チ
バ
ス
は
、
約
八
十
年
前
に
北
米
よ
り
移
入
さ
れ
、
生
息
数
が
一
時
的
に
増
加
し
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
現
在

六



で
は
全
国
の
大
半
の
地
域
で
減
少
傾
向
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
環
境
省
、
水
産
庁
は
、
独
自
に
魚
類
の
生

息
調
査
を
実
施
し
た
事
が
あ
る
の
か
、
又
あ
る
の
で
あ
れ
ば
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

七


